
（参 考） 

下請資金繰り支援事業における債権買取限度額等の内容 
 

項   目 内   容 
１．債権買取限度額等 

 
（１）ファクタリング会社ごとの債権買取限度
額の範囲 

 
 
（２）一の元請建設企業当たり債権買取限度額
 ・債権買取限度額の範囲 
 ・一の元請建設企業に係る全ファクタリ 
ング会社を通じての債権買取残高の上
限額 

 
 
（３）一の下請建設企業等当たり債権買取限度
  額 
  ・債権買取限度額の範囲 
   

 
・債権買取１回当たりの下限額 
  

（４）債権買取の際の設定利率の上限 
 
（５）ファクタリング会社ごとの損失補償限度
 額（各年度毎に決定） 
 
２．債権買取 
  
・利用料金の料率 
 
３．金利負担助成 
 
・助成の料率 

 
 
 
４．損失補償 
 
・損失補償率 

 
５．ファクタリング会社の選定基準 
 
・財産的基礎（資本）の要件 

 
 
・ファクタリング会社の純資産の２５倍（残高ベ
ース）を上限として、ファクタリング会社ごと
個別に設定。 

 
 
・５億円（残高ベース）を上限。 
・原則として当該元請建設企業の純資産額の範
囲内で、（財）建設業振興基金が定める。 

 
 
 
 
 
・下請建設企業等の規模に応じ１億円、３億円又
は５億円（残高ベース）の３段階。 

 
・５００万円を下限。 
 
・１５％（年率）を上限。 
 
・債権買取限度額に応じてファクタリング会社 
 ごと限度額枠を設定。 
 
 
 
・原則として債権の利率（年率）１％。 
 
 
 
・助成する料率は、ファクタリング会社が当該債
権を買い取る際に設定する債権の買取料率（年
率）の２分の１（ただし年率３％を上限）。 

 
 
 
・原則として債権金額の９５％。 

 
 
 
・原則として、前年度決算において、資本金の額
が原則５億円以上の企業（ただし、特に売掛債
権の買取に関する実務経験及び専門知識を有
する者として（財）建設業振興基金が認めるも
のについては、この限りでない。）。 

※ 上記の内容は、本事業の実施状況を踏まえ、適宜見直すものとする。 

 


